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の適用の停止により、以下の通り取扱われることとなりましたので、お知らせ致します。

1.　猶予期間の延長について

【変更前】

平成20年8月1日から平成21年4月30日までの期間

【変更後】

平成20年8月1日から平成21年7月31日までの期間

2.　猶予期間の解除について

今回の措置は、時価総額に関する基準の全般に対して適用が停止されるものです。

したがって、平成20年12月までの間に基準を上回っても猶予期間からは出ません。

時価総額基準の適用が再開された後に基準を上回った場合、猶予期間から解除されます。

3.　上場廃止決定について

平成20年12月までの間、上場廃止決定は行いません。

以　　上

当社は、平成20年7月の時価総額が10億円未満となったため、有価証券上場規程第601条第1項

第4号a（時価総額）に基づく猶予期間入り銘柄なっておりますが、当該、上場株券に係る時価総額基準
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上場株券に係る時価総額基準の適用の停止に伴う猶予期間の延長について

的に適用を停止する（有価証券上場規程第311条第1項第4号）旨の通達を受けました。（平成20年10月

東京証券取引所より、平成20年10月30日付にて、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び

上場廃止基準のうち時価総額及び流通時価総額に係る基準について、平成20年12月までの間、一時


